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議案第２０号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明   
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１ 譲渡する財産 

  土地 

  (1) 所在 西条市明神木５６番地 

  (2) 地目 宅地 

  (3) 地積 ２３３．１３㎡ 

 

２ 譲渡の相手方 

  西条市明神木５６番地 

   認可地縁団体 明神木自治会 

    会長 好 光 英 樹 
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提案理由 

 旧明神木集会所用地を無償譲渡することについて、地方自治法第９６条第１項第６

号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払

手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける

こと。 

 (7)～(15) （略） 

２ （略） 
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議案第２１号 

 

西条市乳児等通園支援事業の利用料を定める条例について 

 

西条市乳児等通園支援事業の利用料を定める条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市乳児等通園支援事業の利用料を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６条の３第２３項に

規定する乳児等通園支援事業（以下「事業」という。）の利用料（以下「利用料」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）で使用する用語の例による。 

（利用料） 

第３条 市長は、西条市立の教育・保育施設における利用料を、児童の保護者又はそ

の扶養義務者から徴収するものとする。 

２ 利用料の額は、利用時間１時間当たり３００円とする。 

（利用料の減免） 

第４条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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提案理由 

西条市立の教育・保育施設で実施する乳児等通園支援事業の利用料を定めるため、

所要の条例を制定しようとするものである。 
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議案第２２号 

 

西条市医師確保奨学金貸付条例の一部を改正する条例について 

 

西条市医師確保奨学金貸付条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市医師確保奨学金貸付条例の一部を改正する条例 

西条市医師確保奨学金貸付条例（平成２５年西条市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（貸付対象者） （貸付対象者） 

第３条 市長は、大学の医学を履修する

課程に在学する第１学年から第４学年

までの者で将来指定医療機関において

医師としてその業務に従事しようとす

るものの申請により、第１学年から第

６学年までの間、奨学金を貸し付ける

ことができる。 

第３条 市長は、大学の医学を履修する

課程に在学する          

   者で将来指定医療機関において

医師としてその業務に従事しようとす

るものの申請により        

       、奨学金を貸し付ける

ことができる。 

２ （略） ２ （略） 

（返還債務の免除） （返還債務の免除） 

第７条 市長は、奨学生が次の各号のい

ずれかに該当することとなったとき

は、奨学金の返還及びその利息の支払

に係る債務（以下「返還債務」とい

う。）の全部を免除するものとする。 

第７条 市長は、奨学生が次の各号のい

ずれかに該当することとなったとき

は、奨学金の返還及びその利息の支払

に係る債務（以下「返還債務」とい

う。）の全部を免除するものとする。 

(1) 大学を卒業した日から２年以内に

医師の免許を取得し、直ちに指定医

療機関において臨床研修を受け、当

該臨床研修を開始した日の属する月

から起算して修学資金の貸付けを受

けた期間（以下「修学貸付月数」と

いう。）に５年を加えた期間（災害

、疾病その他やむを得ない事由があ

る場合にあっては、当該期間にその

事由が継続する期間を加えた期間。

以下この条において同じ。）が経過

するまでの間に、指定医療機関にお

いて臨床研修を受けた期間（２年を

(1) 大学を卒業した日から２年以内に

医師の免許を取得し、直ちに指定医

療機関において臨床研修を受け、当

該臨床研修を開始した日の属する月

から起算して修学資金の貸付けを受

けた期間（以下「修学貸付月数」と

いう。）に５年を加えた期間   

                

                

                

             が経過

するまでの間に、指定医療機関にお

いて臨床研修を受けた期間（２年を
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限度とする。）及び臨床研修修了後

指定医療機関において医師としてそ

の業務に従事した期間（次項におい

てこれらの期間を「医師従事月数」

という。）が通算して修学貸付月数

に        達したとき。 

限度とする。）及び臨床研修修了後

指定医療機関において医師としてそ

の業務に従事した期間（次項におい

てこれらの期間を「医師従事月数」

という。）が通算して修学貸付月数

に２年を加えた月数に達したとき。 

(2)、(3) （略） (2)、(3) （略） 

２ 市長は、奨学生が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、奨

学金の返還債務の一部を免除すること

ができる。 

２ 市長は、奨学生が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、奨

学金の返還債務の一部を免除すること

ができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前項第１号に規定する修学貸付月

数に５年を加えた期間に達するまで

の間に、やむを得ない事由により、

医師従事月数が、通算して修学貸付

月数         に達しなか

ったとき。 

(2) 前項第１号に規定する修学貸付月

数に５年を加えた期間に達するまで

の間に、やむを得ない事由により、

医師従事月数が、通算して修学貸付

月数に２年を加えた月数に達しなか

ったとき。 

(3) （略） (2) （略） 

（返還債務の履行猶予） （返還債務の履行猶予） 

第９条 市長は、奨学生が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該各号に

定める期間、返還債務の履行を猶予す

ることができる。 

第９条 市長は、奨学生が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該各号に

定める期間、返還債務の履行を猶予す

ることができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第７条第２項第２号に規定する修

学貸付月数         に達

しなかった後、引き続き指定医療機

関において医師としてその業務に従

事しているとき その業務に従事し

ている期間 

(2) 第７条第２項第２号に規定する修

学貸付月数に２年を加えた月数に達

しなかった後、引き続き指定医療機

関において医師としてその業務に従

事しているとき その業務に従事し

ている期間 

(3) （略） (3) （略） 
  

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において、この条例による改

正前の西条市医師確保奨学金貸付条例第３条第１項の申請を行った者は、この条

例による改正後の西条市医師確保奨学金貸付条例第３条第１項の申請を行った者

とみなす。 

３ この条例による改正後の西条市医師確保奨学金貸付条例第７条第１項第２号及び

第２項第２号並びに第９条第２号の規定は、施行日前に奨学金の貸付けの決定を

受けた者についても適用する。 
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提案理由 

医師養成の実態及び社会情勢の変化を受けて実施した市内指定医療機関等の医師

との意見交換を踏まえ、医師確保奨学金制度の実効性を高めるため、所要の条例改正

を行おうとするものである。 
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議案第２３号 

 

西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

西条市火入れに関する条例（平成１６年西条市条例第１６４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火

入れの許可の期間中であっても、林野

火災の予防を目的とした火災に関する

警報（以下「林野火災警報」という。

）が発令された場合には、火入れを行

ってはならない。 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火

入れの許可の期間中であっても、強風

注意報、乾燥注意報又は火災警報  

                 

 が発令された場合には、火入れを行

ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等に

よって他に延焼するおそれがあると認

められるとき、又は林野火災警報  

           が発令された

ときには、速やかに消火しなければな

らない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等に

よって他に延焼するおそれがあると認

められるとき、又は強風注意報、乾燥

注意報若しくは火災警報が発令された

ときには、速やかに消火しなければな

らない。 

３ 火入者及び火入責任者は、火入れの

許可の期間中に林野火災に関する注意

報（以下「林野火災注意報」という。

）が発令された場合には、林野火災注

意報が解除されるまでの間、火入れを

行わないよう努めなければならない。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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提案理由 

林野火災注意報及び林野火災警報が発令された際の対応を定めるため、所要の条

例改正を行おうとするものである。 
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議案第２４号 

 

西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

 

西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

西条市企業立地促進条例（平成１７年西条市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1)～（11） （略） (1)～（11） （略） 

(12) 先端成長産業分野 本市の地域

経済の維持及び発展を図るために注

力すべき分野として規則で定めるも

のをいう。 

 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

項 

奨励

金の

区分 

交付要件 
奨励金の額及

び限度額 

１ 企 業

立 地

促 進

奨 励

金 

指定事業者（

設備投資促進

奨励金、事業

継続強化事業

費奨励金及び

脱炭素化取組

促進奨励金の

適用を受けよ

うとする企業

を除く。この

項において同

じ。）が、企

業の立地をし

たとき。 

固定資産税の

収納額に相当

する額とし、

対象期間は５

年間、５億円

（先端成長産

業分野に属す

る事業の用に

供されるもの

である場合に

あっては、１

０億円）を限

度とする。 

  指定事業者が 固定資産税の 

項 

奨励

金の

区分 

交付要件 
奨励金の額及

び限度額 

１ 企 業

立 地

促 進

奨 励

金 

指定事業者（

設備投資促進

奨励金、事業

継続強化事業

費奨励金及び

脱炭素化取組

促進奨励金の

適用を受けよ

うとする企業

を除く。この

項において同

じ。）が、企

業の立地をし

たとき。 

固定資産税の

収納額に相当

する額とし、

対象期間は５

年間、５億円

      

      

      

      

      

      

    を限

度とする。 

  指定事業者が 固定資産税の 
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  、企業の立地

を行い、併せ

て本社の機能

を本市に移転

したとき。 

収納額に相当

する額に法人

市民税の収納

額に相当する

額を加えた額

とし、対象期

間は５年間、

５億円（先端

成長産業分野

に属する事業

の用に供され

るものである

場合にあって

は、１０億円

）を限度とす

る。 

２ ～ ７

 (略) 

   

 

  、企業の立地

を行い、併せ

て本社の機能

を本市に移転

したとき。 

収納額に相当

する額に法人

市民税の収納

額に相当する

額を加えた額

とし、対象期

間は５年間、

５億円   

      

      

      

      

      

      

 を限度とす

る。 

２ ～ ７

 (略) 

   

   

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



22 

提案理由 

昨今の深刻な人材不足、資材価格高騰等の状況にあって、苦境を打破すべく事業

所の新設、増設等に積極的に取り組む企業に対する奨励措置を拡大するため、所要の

条例改正を行おうとするものである。 
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議案第２５号 

 

西条市下水道条例の一部を改正する条例について 

 

西条市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市下水道条例の一部を改正する条例 

西条市下水道条例（平成１６年西条市条例第１８４号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（排水設備等の工事の施行） （排水設備等の工事の施行） 

第７条 排水設備等の新設等の工事は、

排水設備等の工事に関し規則で定める

技能を有する者（以下「責任技術者」

という。）が専属する業者として規則

で定めるところにより市長が指定した

者 （以下「指定工事店」という。）

でなければ、行ってはならない。ただ

し、災害その他非常の場合において、

市長が他の市町村長の指定を受けた者

に工事を行わせる必要があると認める

ときは、他の市町村長の指定を受けた

者についても工事を行うことができ

る。 

第７条 排水設備等の新設等の工事は、

排水設備等の工事に関し規則で定める

技能を有する者（以下「責任技術者」

という。）が専属する業者として規則

で定めるところにより市長が指定した

もの（以下「指定工事店」という。）

でなければ、行ってはならない。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

災害その他非常の場合において、排水設備等の新設等の工事を円滑に行うことが

できるようにするため、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第２６号 

 

西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

西条市水道事業給水条例（平成１６年西条市条例第２００号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（工事の施行） （工事の施行） 

第７条 給水装置工事は、管理者又は管

理者が法第１６条の２第１項の指定を

した者（以下「指定給水装置工事事業

者」という。）が施行する。ただし、

災害その他非常の場合において、管理

者が他の水道事業者（法第３条第５項

に規定する水道事業者をいう。以下こ

の項において同じ。）又は他の水道事

業者が法第１６条の２第１項の指定を

した者が給水装置工事を施行する必要

があると認めるときは、この限りでな

い。 

２、３ （略） 

第７条 給水装置工事は、     管

理者が法第１６条の２第１項の指定を

した者（以下「指定給水装置工事事業

者」という。）が施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、３ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

災害その他非常の場合において、給水装置工事を円滑に行うことができるように

するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第２７号 

 

西条市黒谷水道設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

 

西条市黒谷水道設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

西条市長  高 橋 敏 明 
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西条市黒谷水道設置及び管理条例の一部を改正する条例 

西条市黒谷水道設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１４３号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（工事の施行） （工事の施行） 

第５条 給水装置工事は、市長又は市長

が指定した者（以下「指定給水装置工

事事業者」という。）が施行する。た

だし、災害その他非常の場合におい

て、市長が他の水道事業者又は他の水

道事業者が指定をした者が給水装置工

事を施行する必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

第５条 給水装置工事は、市長又は市長

が指定した者（以下「指定給水装置工

事事業者」という。）が施行する。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



33 

提案理由 

災害その他非常の場合において、給水装置工事を円滑に行うことができるように

するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第２８号 

 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 
西条市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和８年２月２４日提出 

 
西条市長  高 橋 敏 明 

  



36 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例 

西条市火災予防条例（平成１６年西条市条例第２０６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（簡易サウナ設備）  

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その

他の直接外気に接する場所に設けるテ

ント型サウナ室（サウナ室のうちテン

トを活用したものをいう。）又はバレ

ル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形

であり、かつ、木製のものをいう。）

に設ける放熱設備であって定格出力６

キロワット以下のものであり、かつ、

薪又は電気を熱源とするものをいう。

以下同じ。）の位置及び構造は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

 

(1) 火災予防上安全な距離を保つこと

を要しない場合を除き、建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全

な距離として対象火気設備等及び対

象火気器具等の離隔距離に関する基

準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上

昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装

置を設けること。ただし、薪を熱源

とする簡易サウナ設備にあっては、

その周囲において火災が発生した際

に速やかに使用できる位置に消火器

を設置した場合は、この限りでな
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い。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サ

ウナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号、

第１０号から第１４号まで、第１７号

から第１８号の３まで、第２項第６号

及び第３項並びに第４項を除く。）及

び第５条第１項の規定を準用する。 

 

（一般サウナ設備） （サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウ

ナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に

設ける放熱設備をいう。）をいう。以

下同じ。）の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備

（以下「サウナ設備」という。）  

                 

     の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 一般サウナ設備の温度が異常に上

昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装

置を設けること。 

(2) サウナ設備  の温度が異常に上

昇した場合に直ちにその熱源を遮断

することができる手動及び自動の装

置を設けること。 

２ 前項に規定するもののほか、一般サ

ウナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号及

び第１０号から第１２号までを除く。

）の規定を準用する。 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ

設備  の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号及

び第１０号から第１２号までを除く。

）の規定を準用する。 

（住宅における火災の予防の推進） （住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ 西条市は、住宅における

火災の予防を推進するため、次に掲げ

る施策の実施に努めるものとする。 

第２９条の７ 西条市は、住宅における

火災の予防を推進するため、次に掲げ

る施策の実施に努めるものとする。 

(1) 住宅における出火防止、火災の早

期発見、初期消火、延焼防止、通報

、避難等に資する住宅用防災機器、

感震ブレーカーその他の物品、機械

器具及び設備の普及の促進 

(1) 住宅における出火防止、火災の早

期発見、初期消火、延焼防止、通報

、避難等に資する住宅用防災機器 

       その他の物品、機械

器具及び設備の普及の促進 

(2) （略） (2) （略） 
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２ （略） ２ （略） 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使

用に際し、火災の発生のおそれのある

設備のうち、次に掲げるものを設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨

を消防長に届け出なければならない。 

第４４条 火を使用する設備又はその使

用に際し、火災の発生のおそれのある

設備のうち、次に掲げるものを設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨

を消防長に届け出なければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(6)の２ 簡易サウナ設備（個人が設け

るものを除く。） 

 

(7) 一般サウナ設備（個人の住居に設

けるものを除く。） 

(7) サウナ設備  （個人の住居に設

けるものを除く。） 

(7)の２～(15) （略） (7)の２～(15) （略） 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和７年総務省令第１０

１号）が施行されること等に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

 

 


